
船舶事故調査報告書 

平成２８年７月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年３月８日 ０９時３０分ごろ 

発生場所 大阪湾北部 

 神戸灯台から真方位２２０°４.９海里付近 

 （概位 北緯３４°３５.１′ 東経１３５°０６.３′） 

事故の概要  貨物船ニュー蛭子
え び す

は、東進中、また、漁船住
すみ

吉
よし

丸は、２そう引きで

南東方に向けてえい
．．

網中、両船が衝突した。 

 住吉丸は、船長が負傷し、左舷船尾部に破損を生じ、また、ニュー

蛭子は、船首部外板の擦過傷等を生じた。 

事故調査の経過 平成２８年３月９日、調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指

名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 ニュー蛭子、１９９トン 

   １３２７４６、有限会社蛭子丸産業 

Ｂ 漁船 住吉丸、９.７トン 

   ＨＧ２－５４６３（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、五級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部外板及び錨に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾部に破損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが、レーダーを起動し、操舵室で手動操舵として見

張りに当たり、明石海峡航路東方灯浮標を通過して針路を東に向け

た。 

 船長Ａは、船首方に多数のいかなご漁船を認め、左舷方に航行可能

な水域があると思い、北に針路を変えたところ、しばらくして船首方

のＢ船が右転していることに気付いたものの、Ａ船の船首部とＢ船の

左舷船尾部とが衝突した。 

 船長Ａは、運搬船がＡ船に接近していることは知っていたが、Ａ船

が潮に流されると思い機関を停止しなかった。 

 船長Ａは、いかなご漁船の操業情報を入手していなかった。 

 Ｂ船は、２そう引きの左舷側の網船として赤色の旗を掲揚し、黒色

の鼓形形象物を表示し、船長Ｂが、操舵室で立って操舵に当たり、南



東方向に約１ノットの対地速力でえい
．．

網中、右舷方を東進するＡ船が

北に針路を変えて網の中央に向かって進行してきたので、右一杯に舵

を取ったが、南西に向首したとき、左舷船尾部とＡ船の船首部とが衝

突した。 

 当該海域のいかなご漁船は、網船２隻と運搬船の合計３隻で操業

し、えい
．．

網中の網には目印の浮きを付けて操業していた。 

分析  Ａ船は、東進中、船長Ａが、船首方に多数のいかなご漁船を認めた

ものの、見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船に気付かな

かったものと考えられる。 

 Ｂ船は、２そう引き漁船の左舷側の網船とし、南東方向にえい
．．

網

中、船長Ｂが、右舷方を東進するＡ船が北に針路を変え、網の中央に

向かって進行してきたので、右一杯に舵を取ったものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船の船長Ａが、見張りを適切に行わなかったため、Ｂ

船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・２そう引き漁船による操業海域を航行する場合、操業方法などの

操業情報を事前に入手することが望ましい。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 


